
議案第６１号

　　　川崎市緑化センター条例の一部を改正する条例の制定について

　川崎市緑化センター条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

　　　　　　　　　　　　平成２１年 ６ 月 ５ 日提出

　　　　　　　　　　　　　　　　川崎市長　阿　部　孝　夫

　　　川崎市緑化センター条例の一部を改正する条例

　川崎市緑化センター条例（昭和５４年川崎市条例第２２号）の一部を次のよ

うに改正する。

　第８条を第１２条とし、第７条を第１１条とする。

　第６条中「入園者」を「利用者」に改め、同条を第１０条とする。

　第５条の見出しを「（使用料）」に改め、同条中「入園料」を「使用料」に

改め、同条を第９条とする。

　第４条中「市長」を「指定管理者」に改め、同条を第８条とする。

　第３条の次に次の４条を加える。

　（指定管理者）

第 ４条　市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその

指定するもの（以下「指定管理者」という。）に緑化センターの管理を行わ

せる。

　⑴ 　緑化センターの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保できるこ

と。

　⑵ 　事業計画書の内容が、緑化センターの効用を最大限に発揮するとともに



管理経費の縮減が図られるものであること。

　⑶ 　事業計画書の内容に沿った緑化センターの管理を安定して行う能力を有

すること。

２ 　前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認め

る書類を市長に提出しなければならない。

３ 　市長は、第１項の指定をしたときは、その旨を告示する。

　（指定管理者が行う管理の基準）

第 ５条　指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、緑化セ

ンターの管理を行わなければならない。

　（指定管理者が行う業務の範囲）

第 ６条　指定管理者は、緑化センターの管理のために必要な業務を行わなけれ

ばならない。

　（利用時間及び休園日)

第 ７条　緑化センターの利用時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、

指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更し、又は

臨時に開園し、若しくは休園することができる。

利用時間 午前９時から午後４時３０分まで（１１月１日から翌年の２

月末日までは、午前９時から午後４時まで）

休園日 ⑴ 　毎週月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）に

当たるときは、当該日の直後の休日でない日）

⑵ 　１２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げ

る日を除く。）

　　附　則

　この条例は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、第３条の次に４条



を加える改正規定（第４条第２項及び第３項に係る部分に限る。）は、公布の

日から施行する。

参考資料

　　　制　定　要　旨

　緑化センターの管理を指定管理者に行わせることとすること、利用時間を変

更すること等のため、この条例を制定するものである。


